
 

２０２４年５月２０日

厚生労働大臣  武 見 敬 三   殿

令和６年度ハンセン病問題対策協議会

統  一  要  求  書

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会 

全国ハンセン病療養所入所者協議会

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会

ハンセン病家族訴訟原告団

第１ 謝罪・名誉回復について

１ 基本方針の確認

差別偏見解消のための協議（いわゆる「三省協議」）の進捗状況を報告の

上、これを踏まえての今後の名誉回復措置についての政府の見解を表明され 

たい。

２ 「ハンセン病問題に係る全国的な意識調査」について

「ハンセン病問題に係る全国的な意識調査」に対する評価、及び、今後当 

該調査をハンセン病問題に関する施策にどのように反映させる意向であるか 

について、見解を表明されたい。

第２ 在園保障

１ 基本方針の確認

国の法的責任を改めて明確にするため、平成１３年７月２３日付「基本合

意書」において確認された国の法的責任及び基本法第３条の基本理念に基づ

き、１３の国立ハンセン病療養所入所者（今後入所する者を含む）の意思に

反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の

中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医 

療の整備を行うよう最大限努めることを確認されたい。

２ 医師の確保について

基本法第１１条において国の責務として明示的に「医師」の確保等が定め
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られ、令和元年改正により「医療及び介護に関する体制の整備及び充実」の

ための措置が求められることとなったこと等の法的対応にもかかわらず、国

立ハンセン病療養所における医師の確保について未だ問題が解消されておら 

ず、抜本的な対応が必要である。

① 上記の医師確保に関する国の責務及びハンセン病療養所における医師の

業務の特殊性に基づき、具体策として、医師給与（基本俸給及び諸手当）

の抜本的増額、地域医療ネットワークとの連携・当直手当の改善（応援医

師・当直医師の確保による常勤医師の負担軽減）、行政区分を基準とする

地域手当の支給割合の引き上げ、電子カルテ整備等のIT対応（IT技術支援 

等の人的措置を含む）などの対応がなされる必要がある。

② 特に、医師確保の困難が隔離政策に起因し、国の政策が医師偏在状況を

生み出したにもかかわらず、療養所医師の給与・手当は他の医療機関に比

して看過できない格差があることが医師欠員の要因となっていることは、

厚労省も認識しているとおりである（令和３～５年度ハンセン病問題対策 

協議会における確認事項２（１）参照）。

この待遇格差の最大の要因は、経験年数が増えるに従い初任給調整手当

が段階的に減額され、他の医療機関と比較して、特に療養所の園長・副園

長等の管理職の待遇格差が大きくなる点にあるが、長年の課題であるにも

かかわらずこれが解消されていないのは、現行法制の枠内での解決が困難 

であるからと言わざるを得ない。

厚労省として、医師待遇の抜本的改善に関する今後の取組方針に関し、

立法的解決の必要性を含めて回答されたい。

③ 電子カルテ整備等のIT対応は、中堅若手医師の確保の観点から重要であ 

る。各園別に、電子カルテ等の導入状況の詳細を、全医師に関するセキュ

リティ環境、使用端末OS（オペレーションシステム）バージョン情報等も

含めて回答されたい。その上で、今後の整備の方針を回答されたい（な

お、整備にあたってはIT技術支援等の人的措置も含めて検討されたい）。

（趣旨・理由）

平成２６年１１月１８日には、参議院厚生労働委員会が「国立ハンセン病療養所に

ついては、その入所者の良好かつ平穏な療養生活のため、職員の確保に最大限努める

こと。特に医師の確保に当たっては、地方自治体等関係機関の協力を得て欠員補充に

努めること」との附帯決議を行っていたが、さらに令和元年の基本法改正により、第

１１条が「医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び
．．．．

介護に関する体制の整備及び充実」と改正され、医療介護の「充実」のための措置が
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一層求められることとなった。その上で、第１１条の２の追加により、国立ハンセン

病療養所の医師の兼業規制が緩和された。療養所と地域医療ネットワークとの連携に

資すること等が望まれる。また、関係大学からの医師派遣に対する協力経費、電子カ 

ルテ導入費用、勤務医の研究活動費用の予算化も評価できる。

もっとも、１３の国立ハンセン病療養所の医師定員数は１４６であるところ、現員

は１２５名（令和６年５月１日現在）に留まり、改善傾向はみられるものの、なお

「社会の中で生活するのと遜色のない水準の医療」に至っていないのが現状である。 

入所者の生命健康に直接かかわる問題であり、深刻な危惧を抱かざるを得ない。

なかでも、園長・副園長の確保は死活問題である。関係者の尽力により、副園長不

在が解消された園があることは評価できるが、本年５月１日時点で副園長不在が３園

ある（栗生楽泉園、邑久光明園、星塚敬愛園。なお、多磨全生園及び奄美和光園は特

命副園長）。医師の不足のため、管理職たる園長等まで当直を行わなければならない

等、重い負担となっている。副園長不在の状況が続く栗生楽泉園、星塚敬愛園につい 

て確保時期の目途を設定するなどして速やかな欠員解消に尽力されたい。

他方で、近年、民間病院はもとより、公立病院や独法化した国立病院における医師

待遇（２０２３年度版国立病院機構・医師の処遇に関するパンフレットによれば、院

長約２０３０万円、副院長約２０１０万円、部長約１８９０万円、医長約１７２０万

円）と比べても、国立ハンセン病療養所医師の「相対的待遇」の悪化が生じている。 

経験年数が増えるに従い初任給調整手当が段階的に減額され、園長・副園長等の管

理職の待遇格差が大きくなる問題（特に国家公務員医療職（一）でない立場にある外

部の医師を招こうとする場合に大きな格差が顕在化する）に関し、平成３１年度より 

俸給調整額の対応により改善がなされたことについて一定の評価をするものである 

が、待遇格差の解決という観点からは、決して十分な内容とは言えない。

この待遇格差が厳然として存在すること、及びその影響による医師の数及び質の確

保の困難・各療養所における負担は、本協議会における確認に基づき令和３年３月１ 

１日に実施（Web開催）された「医師確保のための協議」（本省、各園施設長、自

治会各支部長を含む統一交渉団）においても、改めて明らかにされたところである。

国立ハンセン病療養所の深刻な状況に照らし、ハンセン病問題基本法及び本協議会 

における確認事項等に基づき、最重要課題としての抜本的取組みを求める。

３ 職員問題について

（１）令和２年度のハンセン病療養所定員定数は大幅な減であったところ（９

４の減、３の増、△９１）、令和３年度（８９の減、３７の増、△５

２）、令和４～６年度（各年度６４の減、１３の増、△５１）において一

定の対応がなされたものの、なお定員減が継続している。これらの大幅定
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員減による入所者の医療・看護・介護に対する影響を最小限に留めるべく

厚生労働省において様々な対応がなされていることは承知しているが、同

様の対応は持続可能なものとは考え難く、看護師定員減による現場への影

響も顕在化している（勤務表組みに支障が生じている園が複数あり、夜間

勤務が組めないために新たな入居棟の建設・全員の転居が進められてしま

っている）。政府としては、今後、統一交渉団と厚生労働省との間で締結

された平成２６年８月１５日付け合意書を踏まえつつも、同合意書は平成

３１年以後の定員削減に関しては最低ラインを示すに留まるものである一

方、上述のとおり、令和元年のハンセン病問題基本法の第１１条の改正に

より、医療介護体制の「充実」のための措置が一層求められることとなっ

たこと、そして、入所者の不自由度・後遺症・認知症の増加・重篤化等を

踏まえて一人当たりに要する介護等のケアの必要性が一層高まっているこ

とに鑑み、現状に即した追加的な枠組みを定め、看護師等の定員削減によ

らずむしろ定員の実質減を回避し、かつ、不自由者センター等の集約が回 

避されるよう確保されたい。

（２）厚生労働省は、これまで繰り返し、終生の在園を保障するとともに、社

会の中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、生活環境及び医療

の整備に最大限努めること、入所者の視点に立った施策を推進し療養環境

の充実を図ること、入所者に良質な療養環境の提供に努めること、そのた

めに人員の確保が必要なこと、入所者一人ひとりの意向を尊重した生活支

援体制構築は重要な課題であると認識していること等を表明し、確認して

きた（例えば、「令和５年度ハンセン病問題対策協議会統一要求書への回

答」「第３」の「１」「３（１）～（４）」等）。また、入所者の視点に

立った良質な療養環境の確保のため、入所者一人ひとりの意向を尊重した

生活支援体制として、各療養所において多職種（医師・看護師・介護員・

ケースワーカー等を含む）から構成されるライフサポートチーム（チーム

の名称は各療養所によって異なる）による取組みがなされており、人権委

員会組織に関する協議（後述４（１））においても、各園での同チームの 

存在と活動を前提とした協議が行われるようになっている。

基本法第３条の基本理念に基づき、隔離政策に起因して家族・故郷と切

り離された療養所での入所生活を余儀なくされてきた入所者のために、狭

義の医療・介護ケアの観点に限定されることなく、入所者に寄り添い一人

ひとりの意向を尊重した人生と生活の支援を行うための体制である多職種

構成によるライフサポートの実施・充実は必須のものであり、これを前提

4



とした人員確保が必要であることを確認されたい。

（３）上記（１）（２）から要請される人員確保の趣旨は、療養所の現場で働 

く看護・介護職員が確保されなければ実現できない。看護・介護に関する

職員の採用・雇用継続のためには現在の経済状況に照らして全般的な待遇

の速やかな改善が必要であり、看護師の不足への対策として、手当に関す

る制度の見直し・抜本的増額等も検討すべきである。必要人員確保の観点

から看護師の定年後短時間勤務による採用で十分であるのかについても検 

証される必要がある。

加えて、期間業務職員が募集されても、必要を満たす応募が無く採用で

きない状況又は採用者が定着しない状況は未だ解消されたとは言えない

（たとえば駿河・邑久・菊池で顕著な不足がみられる）。定員職員の待遇

に合わせる方向での期間業務職員の待遇改善などの努力については評価で

きるが、日給月給制であることを含む基本的な待遇上の制約がある中で、 

なお十分なものとは言えず、入所者の不安と介護ニーズの高まりを踏ま

え、募集の内容や方法・周知に関する改善・工夫をするとともに、今後と

も各療養所において必要な期間業務職員の新規採用が可能であることを確

認・周知の上、必要な人員確保のための取組方針について説明されたい。

（４）療養所の定員問題は、隔離政策の下で、正規職員を配置せず患者作業に

よって療養所運営をまかなったこと及び作業返還の際に必要な定員職員を

配置しなかったことに起因するところ、賃金職員及び期間業務職員の雇用

上の不安定な身分・待遇はなお残存している。介護以外の業務を行う賃金

職員についてその職種で定員化する措置をとる等一層の職員定員化の努力 

をされたい。

（５）職員退職後の後補充に関し、介護・調理・ライフラインに係る職種以外

の職員についても、徒に外注化を進めるのではなく必要な職員を確保され

たい。やむを得ず業務委託を行う場合にあっても入所者の人権と療養環境

の尊重・向上のための具体的な条件を設定するなど、療養環境の改善に資 

するものとなるよう確保されたい。

（６）現在、介護三交替制が６つの療養所で実施されているところ、平成３１

（令和元）年に介護員の夜間業務手当が日額７３０円から１０６０円に改

善されたことは一定の評価ができるが、看護師や他の施設の介護職に比し 

て、なお明らかに低廉であると言わざるを得ない。

介護三交替の導入にあたっては、入所者の生活・療養環境の充足に必要

な人員の確保（特に、日中の介護力が低下しない体制の確保）が必須の前
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提であること、この観点から関係者からの丁寧な意見聴取等が重要である

こと（各療養所の人権擁護委員会において、導入の具体的内容とその影響

について事前に検討するとともに、事後の継続的検証を行うことを含む） 

を確認するとともに、三交替を導入した場合の夜間の介護業務に関して

は、ハンセン病介護の特殊性・業務内容を踏まえた抜本的手当増額・ハン

セン病療養所のための手当の新設等を求める。

（７）上記（１）乃至（３）及び（６）に関連し、入所者に対する看護・介護

の現状と今後の取組（定員及び人員確保の方針並びに介護員の三交替制）

について統一交渉団と状況を共有するとともに必要な協議を行うため、作 

業部会を含む意見交換の機会を適時に設けられたい。

４ 入所者の臨床・生活上の人権問題を扱う委員会組織について

（１） 過去８か年度にわたり、定期協議での合意に基づいて、厚労省本省・施

設長・統一交渉団による協議の場をもったところであるが（昨年度は、令

和５年年１２月２１日に実施された）、療養所によって、定期的な開催に

至っておらず、また、議題設定の方法や園長が委員長となっている等の課

題がある。本年度も、この問題に関する理解と認識を相互に深め、取組み 

をさらに進めるため、引き続き同様の協議の場を設定されたい。

（２）上記委員会組織の外部委員においては、ハンセン病療養所の歴史、全療

協及び自治会の果たしてきた役割、平成１３年７月２３日付「基本合意

書」及びその後の定期協議による確認事項の内容・経緯等について十分な

理解が必要であり、また、過去６回の外部委員研修（６回目については本

年３月１５日に実施）における意見交換の状況に照らし、各園における取 

組を相互に知ることが極めて有益であるため、引き続き本年度において

も、外部委員を対象とした研修又は意見交換会議を実施されたい。

５ 地域社会との交流の確保及び大島青松園の船舶等の問題について

（１）大島青松園に関し、船舶（官用船及び民間委託船）の運航が国の責任に

より円滑かつ安定的に確保されることは、大島青松園入所者が，地域社会

から孤立することなく，良好かつ平穏な生活を営むために不可欠であり，

またその利便性が向上することは医師や職員の確保にとっても極めて重要

であることを，改めて確認するとともに，厚労省としてその維持と改善に 

引き続き努力することを表明されたい。

（２）高松市は、平成２６年１１月、「交流・定住の促進」及び「歴史の伝

承」を２本柱とする「大島振興方策」を策定した。同市は策定１０年を迎 

えるにあたり、その具体化・実現化にむけ動き出そうとしている。
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大島青松園における医療・介護・生活の維持充実及び地域社会との円滑

な交流の推進にとって、同園における将来構想の策定及び実現が不可欠で

あることを改めて確認するとともに、大島青松園が高松市と協働しつつ、

在園者の意向に添った将来構想を策定しこれを実現するよう人的・組織的 

体制をすみやかに整えられたい。

（３）令和２年２月以降、各療養所においても新型コロナウィルス感染予防のた

めの措置等が実施され、入所者の生活・心身にも大きな影響を与えてきたが、 

過去３か年度の本協議会確認に基づき実施された委員会組織協議（上記４

（１））及び外部委員研修（上記４（２））においても、特に療養所の外部

関係者との交流等の制限が、入所者の生活や委員会開催自体にも大きな影響

を及ぼしたことが明らかとなった。

言うまでも無く、高齢化・障害の重篤化等が進む入所者にとって、療養所

外の知人・友人・支援者らとの交流等の機会は、心身の安定や機能低下の防

止にも資する極めて重要な権利・利益である。その確保・促進は、基本法に

基づく療養所の責務の一つである。

そして、基本法がこれらを国の責務とした趣旨は、隔離被害からの回復と

いう点にある（基本法３条１項２項、１２条）。他方、交流等の機会確保の

ための具体的な方策・工夫を検討することは十分に可能であると考えられる。

この間の各療養所における交流等制限は、これによる深刻な影響を受けた入

所者においては、「第二の隔離」ともいうべき事態が生じてきたとの危惧を 

指摘せざるを得ず、法の趣旨にも悖る状況が生じていた。

厚生労働省は、今後とも物的設備の整備、人員配置等に関して予算を含む

措置を確保するとともに、各療養所において、人権委員会が定期開催され（オ 

ンライン開催を含む）、かつ、交流等確保のための方策が検討され、その実

施が具体化されるよう適切な対応をされたい（令和２年２月以来の状況を事

後的・継続的に検証することも人権委員会組織の重要な役割と考えるべきで

あり、また、感染予防対策の必要性自体は今後も否定されない状況を想定し

つつ、今後の具体的方策が検討されるべきである）。なお、感染症対策の目 

的で入所者との面会交流や宿泊について現在も制限を設けている療養所に

おいては、訪問者に対する機動的な抗原検査等の措置により対応可能となる

場合があると考えられることから、これらの療養所における抗原検査等の機

器・実施体制の状況について療養所別に回答されたい。

（４） 各療養所への訪問者等が利用するための交通手段の改善に関する課題につ

いて、令和５年１１月２４日及び令和６年４月１６日の２回にわたり意見交換
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を実施し、厚労省からは①療養所職員による送迎支援、または、②療養所にお

いて送迎業務の委託契約を行う等により、療養所への訪問手段の確保を目指す

ことが表明され、実施にあたっては各療養所の入所者自治会への説明と理解の

もとで実施すること、どのような運行体制とするかなど各園の実情に応じて検 

討すること、令和 7 年度予算要求にて対応しつつ、令和 6 年度中に実施する場

合も必要な予算を確保する旨の方針説明がなされ、意見交換会の参加者から評

価された。厚労省として、改めて上記の方針を確認するとともに、療養所訪問

に関する情報提供のあり方、家族支援・相談制度（ケースワーカー等）との連 

携促進等についても検討されたい。

６ 関係者との協議その他意見反映のための措置について

厚生労働省及び各園が行う施策の実施には、一度実施するとそれによって生

じた不都合や不利益は取り返しがつかない性質を持つものも少なくない。少な

くとも、介護三交替の実施や（上記３（６）参照）、病棟・不自由者センターを

含む施設の利用方法の大幅な変更・集約など、入所者の療養環境に与える影響が

大きいものについては、その当否や内容について、各園の入所者自治会、人権委

員会組織（上記４参照）及びその他の関係者との協議の場を必ず設け、その意見 

を反映させるべきことを確保する旨確認・表明されたい（基本法６条）。

第３ 社会復帰・社会内生活支援

１ 基本方針の確認

ハンセン病回復者の社会復帰の円滑化・容易化及び退所者の社会内生活の安

定化のために、今後も隔離政策による被害回復を旨として、退所者・非入所者

の医療・介護制度・相談体制等の改善・整備ならびに継続的・安定的な経済支

援等に最大限努力することを確認されたい（基本法第３条関係 なお、平成１

３年７月２３日付「基本合意書」及び入所歴なき原告に関する平成１４年１月 

２８日付「基本合意書」参照）。

２ 医療・介護制度改善に向けての取組み
せ ん ひ

（１）地域において、足底穿孔症、知覚麻痺等のハンセン病特有の後遺症に対し

て適切な対応が行われることなど回復者本人の心情に応じた適切な医療及

び介護が行われるようにするため、医療・介護関係者への研修の充実、協力

医の確保及び個々の回復者と医療機関・介護事業者等とをつなぐソーシャル

ワーカー等の専門相談員の配置をすすめ、充実した支援体制を早急に実現さ 

れたい。
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（２）回復者の生活実態に即した適切な介護認定や障害認定を行うためにどのよ

うな課題があるか、相談支援事案を集約して分析をされたい。その結果に基 

づき、必要な情報を積極的に提供されたい。

（３）沖縄県においては、沖縄県ハンセン病問題解決推進協議会と連携し、回復

者のニーズに応じた支援体制の拡充のため、下記の点につき努力されたい。

① 本島及び宮古島のみならず、八重山地域（石垣島）への専門相談員の

配置

② 「ゆうな相談員事業」の人員拡充及び運用改善

③ ゆうな診療所の医師派遣を沖縄県医師会・日本ハンセン病学会に要請

すること

３ 回復者等相談事業等の拡充について

（１）「沖縄県ハンセン病対策事業」「ハンセン病対策事業者社会復帰者等支援

委託事業」について、当事者のニーズや意見に沿った適切な運営がおこなわ 

れるよう、委託事業者に対し、当事者との意見交換及び PDCA サイクルの徹

底を指導し、適切に事業の見直しが図られるよう事業の評価及び管理、監督

体制を整えること。

（２）全国的に充実した相談支援が受けられるように、各地、とりわけ退所者・

非入所者の多い首都圏・関西・奄美・熊本等に専門家相談員を配置されたい。

（３）退所者給与金等の受給者のなかで、現況調査（送金依頼のはがきを含む。）

の書面返送がされず、給与金が停止になるケースが散見される。その場合の

フォローの体制を充実されたい。

４ 非入所者給与金受給者の遺族に対する経済的支援について

退所者給与金制度における特定配偶者支援金制度に準じた、非入所者給与金

受給者に扶養されていた遺族に対する経済的支援策を早期に実現されたい。

このため、非入所者本人からの聴き取り等の調査を本年度中に実施されたい。

５ 回復者の社会生活上の困難の把握

回復者が、社会生活を継続するにせよ、再入所・新規入所の道を選択するに 

せよ、それが、やむをえない選択ではなく、回復者の尊厳、幸福追求権にもと 

づいた選択でなければならない。

健康・生活衛生局難病対策課と医政局医療経営支援課が連携協力し、各地で

の退所者・非入所者の聞き取りやアンケート等による実態把握及び再入所者か

らのヒアリング等による再入所の原因分析を行い、社会内・療養所内を問わず、
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回復者が尊厳ある老後生活を送ることを可能とする施策を検討されたい。

第４ 元患者家族に対する施策について

１ 基本方針の確認

令和元年６月２８日熊本地裁判決を受け、同年 7 月１２日に閣議決定された

内閣総理大臣談話、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法

律（令和元年法律第 55 号、以下「家族補償法」という）及びハンセン病問題

の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 56 号）の

趣旨を十分に踏まえ、ハンセン病回復者及びその家族の意見を尊重しつつ、家

族が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むための基盤整

備等を行い、偏見や差別のない社会の実現に向けて最大限努力することを確認 

されたい。

とりわけ、上記熊本地裁判決後に取り組みが始まった家族交流会事業、講師

等派遣事業及び相談事業については、家族補償法前文及び第 24 条で定められ

た国の責任を踏まえ、家族がこれまで受けてきた偏見差別の解消及び家族関係

の回復を図ることを目的としたものであることを明確に認識した上で、事業の 

実施に努めることをあらためて確認されたい。

２ 家族交流会・講師等派遣事業の実施

（１）同様の経験を持つ家族相互の交流を深めることにより、自身の被害回復及 

び家族関係の回復の一助となるよう、家族交流会事業を積極的に実施するこ

とを確認されたい。

（２）家族が講演活動を行うことにより偏見差別の解消及び家族の社会参加が図 

られるよう、また、偏見差別の解消に向けては、被害当事者の「語り」の果

たす役割が極めて重要であることをふまえ、講師等派遣事業をより積極的に

実施し、啓発活動の充実に向けた取組を強化することを確認されたい。

（３）家族の被害回復および偏見差別の解消を図るため、家族が被ってきた人生 

被害や思いを綴った書籍等を発行すべく、そのための準備、発行及び普及等

に要する予算を確保されたい。

（４）両事業の実施に当たっては、家族の実情および要望に十分こたえる事業と 

すべく、作業部会等において、家族及び弁護団との継続的かつきめ細やかな

協議・意見交換を行うことを確認されたい。

３ 相談体制の整備

家族が、社会内で良好かつ平穏な生活を営むため、また家族関係の回復を図

るためには、相談体制の整備、充実が必要不可欠であるところ、下記事項に十
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分配慮しつつ、家族及び弁護団との継続的かつきめ細やかな協議・意見交換を

行い、全国的な相談体制の整備及び充実を図るべく、最大限努力することを確 

認されたい。

（１）家族の実情をふまえた実効性ある相談体制を整備すること

（２）ピア相談員（家族ピアサポーター）が、家族のおかれた現状ならびにそ 

の被害を十分に認識した上で、適切な相談・支援を行えるよう、必要かつ

十分な研修を実施すること

（３）全国各地にソーシャルワーカー等の専門家相談員を配置し、ピア相談員 

との連携を図り、各地における相談・個別支援が可能な体制を整備・充実

させること

４ 国立ハンセン病資料館等における展示等の整備

（１）国立ハンセン病資料館及び各地の療養所に設置された資料館(社会交流 

会館)における、家族に関する展示が不十分である現状を踏まえ、ハンセン

病家族訴訟及びその判決の内容、家族が受けてきた偏見差別に関する展示

をはじめ、早急に展示の見直しを行うこと、特に、当事者による「語り」

の重要性を踏まえ、資料館における回復者及びその家族の証言の聞き取り、 

映像化をさらに進め、啓発活動の充実に向けた取組を強化することを確認 

されたい。

また、その整備にあたっては、家族および弁護団との継続的かつきめ細

やかな意見交換を行われたい。

（２）現時点における、国立ハンセン病資料館及び各地の病療養所に設置され 

た資料館(社会交流会館)における家族に関する展示の状況を明らかにされ

たい。

５ 家族補償法に基づく補償制度について

家族補償法第９条第２項に規定された請求期限（施行日から５年）が本年１

１月に迫る中、いまだ、同法に基づく補償金の支給決定が、当初予定されてい

た人数（約２４，０００人）の３割強（令和６年４月１９日現在８１４４人） 

にとどまっている現実をふまえ、その原因の分析とともに、家族及び弁護団等 

の関係者と協議・意見交換を行い、制度の更なる周知広報等を行うこと、また、

偏見差別を恐れて請求を躊躇（ちゅうちょ）している家族も安心して補償金を

受領できるためのきめ細やかな対応を行うなど、権利を有する家族が一人でも 

多く補償金を受領できるよう、最大限努力することを確認されたい。

また、同条項に規定された請求期限については、かかる請求の状況にも鑑み、

同法附則第２条に従い、期限を延長されたい。
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第５ 真相究明

１ これまでに歴史的建造物保存等検討会において保存計画書が承認された４ 

つの療養所（長島愛生園、多磨全生園、邑久光明園、菊池恵楓園）について、

承認された各修復保存工事の現段階における実施状況（予算計上の有無、各工

事段階等）を報告されたい。

２ 上記４療養所以外の９つの療養所について、今後の歴史的建造物保存等検討 

会への保存計画書の提出予定を調査の上、報告されたい。同検討会への保存計

画書提出が困難な事情にある療養所については、その理由を聞き取りされた

い。

３ 各療養所の歴史的建造物史跡並びに社会交流会館について、将来どのような 

方法で永続的に保存管理していくのか、厚生労働省としての検討状況を示さ

れたい。

４ 厚生労働省は、「医療基本法 共同骨子」については、同省の進める施策と方 

向性を共有しているものと理解し、必要な協力と調整を行っていくことを確

認されたい。

第６ 将来構想

厚生労働省は、療養所の将来構想及び永続化について重要な課題であると認 

識していると繰り返し表明し、継続的に意見交換会を開催していくことを約束 

してきたが、この１年間の推移は、意見交換会の開催は一度もないままに経過

した。

このような背信的な対応は、同省が、この問題を軽視し、何ら主体的に関与 

する考えのないことを明らかにしていると指摘せざるをえない。

統一交渉団として、厳重に抗議するとともに、この問題に対処する責任ある

体制作りを含む、抜本的な対処方針の変更を強く求める。

第７ ハンセン病に関する公文書保存体制の問題について

１ ハンセン病に関する文書の保管状況に関する都道府県からの回答が出揃っ 

たことを踏まえて、これらの文書の今後における保管や管理のあり方につい

て、早急に基本的な方針を策定されたい。

２ 各療養所に保管されている公文書の保管のあり方を検討するために、各療養 

所に保管されている公文書の状況を把握する必要があると思料されるが、現

在判明している状況を明らかにするとともに、今後の議論の進め方について
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の具体的な方向性について説明されたい。

以上
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